
福岡市博多区の⼀部 福岡市東区の⼀部 ⼤野城市の⼀部

春⽇市の⼀部 太宰府市の⼀部 粕屋町の⼀部

志免町の⼀部

※裏⾯に区域図（概略）を掲載しています。

おおよそのエリア

航空機騒⾳指定区域（国⼟交通省告⽰）



⼿続きについて

⽌

※対象（⼯事履歴の有無）かどうかの確認等については、下記のお問合せ先までお気軽にご連絡ください。

防⾳⼯事や更新⼯事で設置された空調機器が故障したため、既にご⾃分で交換された空調機器や、
防⾳⼯事の際に、既存のものを代⽤機として使⽤していた空調機器が故障している場合も対象になります。
（防⾳⼯事や更新⼯事後10年以上経過している場合に限ります。）

※市県⺠税額が⼀定基準以下の世帯（住⺠負担額補助）や⽣活保護受給世帯における県・市町、国独⾃で⼀部を
補助する制度があります。
なお、住⺠負担額補助⾦申込みの場合は通常の⼿続き期間のさらに１ヶ⽉間要します。

(⽣活安全課)

本補助事業は当該年度予算の範囲内で⾏いますので、受付期間中であっても受付を締め切ることがあります。
住宅騒⾳防⽌⼯事が未実施で、ご希望があれば、お問合せください。

＜住宅騒⾳防⽌⼯事とは＞
国⼟交通省告⽰により第1種区域として指定された航空機騒⾳対策区域内の住宅で、昭和57年３⽉30⽇以前より存在していた住宅に対し、航空機騒⾳
による障害を防⽌し、または軽減するため、防⾳サッシや空気調和機器の取付等を⾏う⼯事のことで、「公共⽤⾶⾏場周辺における航空機騒⾳による
障害の防⽌等に関する法律」（昭和42年８⽉１⽇法律第110号）第８条の２に基づき⾏われます。

審査結果通知を受け取る前の
更新⼯事は費⽤の対象にはなりません！

空調機器更新⼯事費⽤補助の⼿続きの流れ


